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第
２
回
定
例
会
と
次
ペ
ー

ジ
に
掲
載
の
臨
時
会
に
提

出
さ
れ
た
す
べ
て
の
議
案

が
、総
員
で
同
意
・
可
決
・

承
認
さ
れ
ま
し
た
。

　

緊
急
質
問

　

太
田
議
員
と
中
村
議
員

か
ら
、市
職
員
が
死
亡
し

た
件
に
つ
い
て
緊
急
質
問

が
あ
り
ま
し
た
。詳
し
く

は
、ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
会

議
録
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

主
な
議
案
審
議

◆
大
規
模
工
場
等
の
用
途
及
び

　

規
模
を
定
め
る
条
例

地
域
防
災
計
画
に
基
づ
き
自
衛

水
防
組
織
の
設
置
を
促
す
も
の

Ｑ　

条
例
を
定
め
る
効
果
は
。

Ａ　

大
規
模
工
場
等
の
管
理
者

な
ど
か
ら
申
し
出
が
あ
っ
た
場

合
、地
域
防
災
計
画
に
施
設
の
名

称
と
所
在
地
が
掲
載
さ
れ
、浸
水

防
止
計
画
の
作
成
、計
画
に
基
づ

く
訓
練
の
実
施
、自
衛
水
防
組
織

の
設
置
に
つ
い
て
の
努
力
義
務

が
生
じ
る
た
め
、地
域
防
災
力
の

強
化
が
期
待
で
き
る
。

Ｑ　

不
老
川
な
ど
の
浸
水
想
定

区
域
に
つ
い
て
も
、今
後
指
定
し ６月定例会

６月８日～６月２６日

　

第
２
回
定
例
会
で
は
、「
平
成
29
年
度
一
般
会
計
補
正
予

算
」な
ど
、９
議
案
が
市
長
か
ら
提
出
さ
れ
ま
し
た
。議
長

を
除
く
21
人
の
議
員
で
採
決
の
結
果
、原
案
の
と
お
り
同

意
・
可
決
し
ま
し
た
。

て
い
く
の
か
。

Ａ　

近
隣
流
域
自
治
体
と
と
も

に
、河
川
管
理
者
の
埼
玉
県
と

浸
水
想
定
区
域
指
定
の
前
提
と

な
る
水
位
周
知
河
川
の
指
定
に

向
け
た
協
議
を
行
っ
て
い
る
。

◆
職
員
の
勤
務
時
間
等
に
関
す

　
る
条
例
の
一
部
改
正

育
児
短
時
間
勤
務
や
介
護
休

暇
を
創
設
す
る
も
の

Ｑ　

育
児
短
時
間
勤
務
は
ど
の

よ
う
な
制
度
に
な
る
の
か
。

Ａ　

子
ど
も
が
小
学
生
に
な
る

ま
で
、育
児
を
理
由
に
在
職
の
ま

ま
、お
お
む
ね
半
分
程
度
の
時

間
で
の
勤
務
が
可
能
と
な
る
。

Ｑ　

介
護
休
暇
の
創
設
の
背
景

と
今
後
の
制
度
活
用
は
。

Ａ　

仕
事
と
介
護
の
二
重
の
負

担
か
ら
、職
務
遂
行
へ
の
影
響
や

離
職
も
考
え
ら
れ
る
。当
制
度
に

よ
り
、要
介
護
者
の
介
護
状
態

に
応
じ
た
休
暇
の
取
得
が
可
能

と
な
り
、離
職
せ
ず
に
職
務
を

継
続
で
き
る
た
め
、業
務
に
習

熟
し
た
職
員
の
確
保
と
効
率
的

な
業
務
遂
行
が
見
込
ま
れ
る
。

◆
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す

　

る
条
例
の
一
部
改
正

男
性
職
員
の
育
児
参
加
の
機

会
を
拡
大
す
る
も
の

Ｑ　

条
例
改
正
の
ポ
イ
ン
ト
と

効
果
は
。

Ａ　

仕
事
と
育
児
の
両
立
の
た

め
の
支
援
制
度
の
拡
充
に
よ
り
、

職
員
の
働
き
方
の
選
択
肢
が
広

が
る
。ま
た
、休
業
期
間
の
拡
大

に
よ
る
、男
性
職
員
の
積
極
的

な
育
児
へ
の
参
加
は
、女
性
の

仕
事
と
子
育
て
の
両
立
を
後
押

し
す
る
と
と
も
に
、男
性
自
身

の
仕
事
の
質
の
向
上
や
視
野
の

拡
大
も
見
込
ま
れ
る
。

◆
市
税
条
例
の
一
部
改
正

納
税
義
務
者
の
合
計
所
得
金

額
が
１
千
万
円
を
超
え
た
場

合
、控
除
を
適
用
し
な
い
も
の

Ｑ　

控
除
対
象
配
偶
者
が
、同

一
生
計
配
偶
者
と
変
更
さ
れ
た

が
、具
体
的
に
は
。

Ａ　

納
税
義
務
者
と
生
計
を
同

じ
く
す
る
配
偶
者
の
う
ち
、前

年
の
合
計
所
得
金
額
が
38
万
円

以
下
の
方
が
対
象
と
な
る
。ま

た
、市
民
税
に
お
け
る
所
得
控

除
の
対
象
と
し
て
の
配
偶
者
は
、

民
法
の
規
定
に
従
い
、内
縁
関

係
に
あ
る
配
偶
者
な
ど
は
、対

象
と
な
ら
な
い
。

◆
一
般
会
計
補
正
予
算

Ｑ　

助
成
の
対
象
と
な
る
早
期

不
妊
検
査
、早
期
不
妊
治
療
の

内
容
と
助
成
額
は
。

Ａ　

不
妊
検
査
は
、検
査
開
始
時

の
妻
の
年
齢
が
43
歳
未
満
で
、子

宮
卵
管
造
影
法
検
査
な
ど
が
対

象
で
、助
成
金
は
１
回
限
り
２
万

円
が
上
限
。不
妊
治
療
は
、初
回

治
療
時
の
妻
の
年
齢
が
35
歳
未

満
で
、体
外
受
精
と
顕
微
授
精
が

対
象
と
な
り
、埼
玉
県
不
妊
治
療

費
助
成
事
業
の
助
成
を
受
け
て

い
る
方
を
対
象
に
、初
回
に
限
り

10
万
円
を
上
限
に
助
成
す
る
。

　
　

そ
の
他
の
議
案

《
い
ず
れ
も
原
案
同
意
・
可
決
》

人
事
◆
監
査
委
員
の
選
任（
永

井
保
氏
）　

そ
の
他
◆
29
年
度

国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
補
正

予
算
、市
道
路
線
の
認
定（
２
）

２
２
万
円
以
下
、２
割
軽
減
は

２
６
６
万
円
以
下
。５
割
軽
減

で
は
11
万
６
千
７
０
０
円
か
ら

２
万
７
千
円
が
減
額
と
な
り
８

万
９
千
７
０
０
円
、２
割
軽
減

で
は
、15
万
６
千
７
０
０
円
か
ら

１
万
８
０
０
円
が
減
額
と
な
り

14
万
５
千
９
０
０
円
に
な
る
。

◆
市
税
条
例
等
の
一
部
改
正

（
専
決
処
分
）

上
場
株
式
な
ど
の
配
当
所
得

の
個
人
市
民
税
の
課
税
方
式

を
見
直
す
も
の

Ｑ　

個
人
市
民
税
は
ど
の
よ
う

に
改
正
さ
れ
る
の
か
。

Ａ　

所
得
税
と
住
民
税
の
申
告

書
を
あ
ら
か
じ
め
提
出
し
て
お

け
ば
、上
場
株
式
な
ど
の
配
当

所
得
に
つ
い
て
住
民
税
と
所
得

税
で
異
な
る
課
税
方
式
を
選
択

　

第
１
回
臨
時
会
で
は
、「
国
民
健
康
保
険
税
条
例
の
一
部
改
正
」な
ど
市

長
提
出
議
案
4
件
を
、議
長
を
除
く
21
人
の
議
員
で
採
決
の
結
果
、原
案
の

と
お
り
承
認
し
ま
し
た
。ま
た
、議
長
・
副
議
長
を
新
た
に
選
出
し
ま
し
た
。

４月臨時会
4月21日

主
な
議
案
審
議

◆
国
民
健
康
保
険
税
条
例
の
一

　

部
改
正（
専
決
処
分
）

国
保
税
の
軽
減
措
置
を
拡
大

す
る
も
の

Ｑ　

65
歳
以
上
の
単
身
世
帯
と

２
人
世
帯
の
年
金
収
入
の
上
限

額
と
税
額
は
。

Ａ　

単
身
世
帯
の
年
金
収
入
の

上
限
額
は
、５
割
軽
減
は
１
９

５
万
円
以
下
、２
割
軽
減
は
２

１
７
万
円
以
下
。税
額
は
、５
割

軽
減
で
は
７
万
2
0
0
円
か
ら

１
万
６
千
円
が
減
額
と
な
り
５

万
４
千
2
0
0
円
、２
割
軽
減

で
は
９
万
2
0
0
円
か
ら
６
千

4
0
0
円
が
減
額
と
な
り
８
万

３
千
８
０
０
円
に
な
る
。

　

２
人
世
帯
の
５
割
軽
減
は
２

　

こ
の
た
び
議
員
各
位
の
ご
推

挙
を
賜
り
、議
長
・
副
議
長
の
大

任
を
拝
し
ま
し
た
。と
も
に
、狭

山
市
議
会
第
64
代
で
あ
り
ま
す
。

　

さ
て
昨
今
、全
国
的
に
地
方
議

会
を
取
り
巻
く
環
境
は
、人
口
の

減
少
、そ
れ
に
伴
う
税
収
減
、さ

ら
に
は
一
部
の
地
方
議
員
の
不

祥
事
な
ど
大
変
厳
し
い
も
の
が

あ
り
ま
す
が
、わ
が
狭
山
市
議
会

で
は
、議
決
機
関
と
し
て
の
自
覚

を
深
め
、こ
れ
ま
で
取
り
組
ん
で
き

た
、開
か
れ
た
議
会
に
向
け
て
、

さ
ら
に
存
在
感
の
あ
る
、そ
し
て

市
民
に
分
か
り
や
す
い
議
会
運

営
に
努
め
て
ま
い
り
ま
す
。

　

本
年
度
も「
子
ど
も
・
議
会
体

験
プ
ロ
グ
ラ
ム
」を
実
施
し
、多

く
の
子
ど
も
達
が
議
会
を
身
近

に
感
じ
、狭
山
市
の
将
来
を
担
う

一
助
と
な
る
よ
う
す
す
め
て
ま

い
り
ま
す
。

　

ま
た
、議
会
Ｉ
Ｃ
Ｔ
を
推
進
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、広
く
市
民
の

皆
様
に
、議
会
を
さ
ら
に
分
か
り

や
す
く
す
る
こ
と
、そ
し
て
議
員

発
・
議
会
発
の
政
策
条
例
の
策
定

を
目
指
し
て
取
り
組
ん
で
ま
い

り
ま
す
。

　

公
平
公
正
な
議
会
運
営
に
誠

実
一
路
を
も
っ
て
努
め
抜
き
、す

べ
て
に
真
剣
勝
負
で
臨
み
、議
会

に
与
え
ら
れ
た
案
件
は
ス
ピ
ー

ド
感
を
持
っ
て
対
応
し
て
ま
い

り
ま
す
。

　

狭
山
市
の
さ
ら
な
る
発
展
と

市
民
福
祉
の
増
進
に
全
力
を
尽

く
し
て
ま
い
り
ま
す
の
で
、市
民

の
皆
様
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を

よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

例
え
ば
、所
得
税
は
総
合
課

税
を
選
択
し
、住
民
税
は
税
率

が
５
％
の
源
泉
徴
収
を
選
択
す

る
な
ど
、そ
れ
ぞ
れ
最
も
有
利

な
取
り
扱
い
を
選
択
す
る
こ
と

が
可
能
と
な
る
。

　
　

そ
の
他
の
議
案

承
認（
専
決
処
分
）◆
平
成
28
年

度
狭
山
市
一
般
会
計
補
正
予
算

◆
28
年
度
特
別
会
計
補
正
予
算

（
狭
山
市
駅
東
口
土
地
区
画
整

理
事
業
特
別
会
計
）　

齋藤誠議長　　 太田博希副議長

早
期
不
妊
検
査
・
治
療
に
助
成
金
支
給
案
を
可
決

早
期
不
妊
検
査
・
治
療
に
助
成
金
支
給
案
を
可
決

議
長
・
副
議
長
就
任
あ
い
さ
つ

ス
ピ
ー
ド
感
を
持
っ
て

真
剣
勝
負
！

国
保
税
の
軽
減
措
置
拡
大
を
承
認

国
保
税
の
軽
減
措
置
拡
大
を
承
認


